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令 和 ３ 年 度  能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合 

建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 要 領 

 

 

 能代山本広域市町村圏組合が発注する一般廃棄物処理施設整備・運営事業に係る建設工事の

受注を希望する建設業者は、入札参加資格の審査を受ける必要があります。 

次のとおり入札参加資格審査の申請受付を行いますので申請書類を提出してください。 

なお、能代山本広域市町村圏組合を構成する、能代市、藤里町、三種町及び八峰町のいずれか

に主たる営業所（本社）または従たる営業所（契約の締結等を受任している営業所）を有する建

設業者として名簿登載されている建設業者は申請不要です。 

 

 

１．受付期間  令和３年１月２５日（月）～令和３年３月３１日（水）※提出先必着 

                （ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く） 

        受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

２．提出方法  申請書類（１部）を持参又は郵送してください。（ファイルへの綴込は不要です）  

 

３．提出先及び問い合わせ先 

        能代山本広域市町村圏組合 環境衛生課 

                 所在地 〒０１６－０８７６ 秋田県能代市字海詠坂３－２ 

                 電 話 ０１８５－８９－２４２６ 

  ＦＡＸ  ０１８５－８９－２４２０ 

  

４．審査基準日 令和３年１月１日 

 

５．有効期間  この申請の審査日から令和４年３月３１日までとします。 

 

６．申請書を提出できない者（次の項目のいずれかに該当する場合は、申請できません。） 

    （１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項の規定に該当する者。 

（２）建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていない者。 

  （３）市税等を滞納している者。 

（４）申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常 

習的に暴力行為を行うおそれのある組織の関係者であると認められる者及びこれと

同等と認められる者。 

 

７．提出書類  申請要領の２ページをご覧ください。 

         ※上記書類のほか、審査の必要に応じて追加提出をお願いする場合があります。 

 

８．注意事項  申請書に添付する証明書類は、申請日の３カ月前以内に発行されたものに限り 

ます。 

 

９．資格審査結果通知  

    資格審査後に、入札参加資格審査結果通知書の送付をもって通知とします。 



 

- 2 - 

 

◇申請書類及び添付書類 

 

 ○申請書類 

   ・様式１  能代山本広域市町村圏組合建設工事入札参加資格審査申請書 

   ・様式２  受注を希望する建設工事の種類調書 

   ・様式３  使用印鑑届 

 ・参考様式 契約締結等に関する委任状 

（委任者と受任者の双方について記名押印が必要） 

 

 ○添付書類 

   （１）秋田県へ申請した建設工事入札参加資格審査申請書の写し  

      （令和３・４年度適用分について秋田県へ申請した場合） 

   （２）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

（令和２年１月１日から令和２年１２月３１日令和元年１０月１日から令和２年

９月３０日までの審査基準日に係る経営事項審査の結果） 

   （３）上記経営事項審査申請に係る提出書類の写し 

   経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書 

       工事経歴書（２年分） 

       技術職員名簿 

   （４）建設業許可通知書の写し 

（５）建設業許可申請に係る以下の書類の写し 

       建設業許可申請書（様式第１号） 

役員、営業所の一覧表及び専任技術者一覧表（別紙1・別紙2・別紙4） 

       使用人数（様式第４号）    

    専任技術者証明書（様式第８号） 

建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第１１号） 

   （６）営業所の外部写真（全景、看板及び出入り口） 

（７）建設業法第４０条の規定により当該営業所に掲げている標識の写真 

（８）商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（写し可） 

（９）ＩＳＯ認証登録証の写し 

   （10）あて先を明記した返信用封筒 

       資格審査結果を郵送で通知するので、長形３号（12.0cm×23.5cm）の封筒に住所

及び商号又は名称を記入し、８４円切手を貼付した返信用封筒を添付すること。 

（11）本社所在地の市町村が発行する納税証明書（写し可） 

       法人市町村民税（個人の場合は住民税）、固定資産税等すべての市町村税に滞納

がない旨の証明書、又は令和２年度分法人市町村民税（個人の場合は住民税）、固

定資産税の納税証明書 

       ・申請日の３カ月前以内に発行されたものに限る。 

   （12）税務署が発行する納税証明書（写し可） 

       法人税（個人の場合は所得税）及び消費税・地方消費税に滞納がない旨の証明書 

       ・法人（書式その３の３） ・個人（書式その３の２） 

      ・申請日の３カ月前以内に発行されたものに限る。 

 


